
川崎市保育士資格取得支援事業実施要綱 

 

３０川こ子推第１５２号  

平成３０年１０月１５日市長決裁  

（目的及び実施主体） 

第１条 この要綱は、「保育人材確保事業の実施について」（平成２９年４月１７日雇児発０４１７

第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「確保事業実施通知」という。）に定める保

育士資格取得支援事業を実施することにより、保育士資格の取得を促進し、保育人材の確保を図る

ことを目的とする。 

２ この要綱に基づいて行う事業は、第３条各号に定めるとおりとし、各事業の実施主体は、川崎市

（以下「市」という。）とする。 

 

 （補助金の交付） 

第２条 第３条各号に定める事業による補助金の交付は、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成

１３年川崎市規則第７号）及びこの要綱の規定に基づいて行うものとする。 

 

（事業の内容） 

第３条 この要綱に基づいて実施する事業は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業 第５条第１号に定める認可外保育施設において現に

雇用される保育士資格を有しない保育従事者（以下「認可外対象者」という。）が、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の６に基づいて都道府県知事が指定する保育士を養成す

る学校その他の施設（通信制、昼間、昼夜開講制、夜間又は昼間定時制のいずれであるかを問わ

ない。以下「養成施設」という。）の保育士養成課程を修了して保育士資格を取得した際の当該

養成施設の受講料等及び受講する認可外対象者の代替に伴う雇上費を補助する事業をいい、認可

外対象者が幼稚園教諭免許状の保有者である場合の養成施設の受講料等については、次の各号の

対象者の区分に応じて補助するものとする。 

ア 「保育士試験の実施について」（平成１５年１２月１日雇児発第１２０１００２号雇用均 

等・児家庭局長通知。以下「試験実施通知」という。）の８に定める特例対象者（以下「特例 

対象者」という。）に該当する場合は、試験実施通知別表の②及び③に定める教科目を養成施 

設で受講することによって保育士資格を取得した際の当該教科目の受講料等 

イ 特例対象者に該当しない場合は、試験実施通知別表の①に定める教科目を養成施設で受講す 

 ることによって保育士資格を取得した際の当該教科目の受講に要した受講料等 

（２）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 第５条第１号及び第３号に定める認

可外保育施設又は保育所等（以下「補助事業対象施設」という。）において雇用される者である

か否かにかかわらず、特例対象者に該当する者（以下「幼免対象者」という。）であって、試験

実施通知別表の②及び③に定める教科目を養成施設で受講することによって保育士資格を取得し

た者が、補助事業対象施設において保育士又は保育教諭の業務に就いたとき、当該教科目の受講

料等を補助する事業。 

 



（３）保育所等保育士資格取得支援事業 第５条第３号に定める保育所等において現に雇用される、

保育士資格を有しない保育従事者（以下「保育所等対象者」という。）が、養成施設の保育士養

成課程を修了して保育士資格を取得した際の当該養成施設の受講料等を補助する事業をいい、保

育所等対象者が幼稚園教諭免許状の保有者である場合の受講料等については、次の各号の対象者

の区分に応じて補助するものとする。 

ア 特例対象者に該当する場合は、試験実施通知別表の②及び③に定める教科目を養成施設で受 

講することによって保育士資格を取得した際の当該教科目の受講料等 

イ 特例対象者に該当しない場合は、試験実施通知別表の①に定める教科目を養成施設で受講す 

ることによって保育士資格を取得した際の当該教科目の受講に要した受講料等 

 

（事業実施の要件等） 

第４条 幼免対象者に係る補助は、対象者がそれぞれ、過去に保育士養成課程の科目の一部を修めな 

いで卒業した者であって、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第６条の１０第２ 

項に掲げる筆記試験科目に相当する教科目を養成施設において履修し、同規則第６条の１１の２の 

規定による保育士試験科目の全部免除を受けて保育士資格を取得する場合についても対象とする。 

２ 前条に定める各事業において、補助金の交付の根拠となる者が、「保育士修学資金の貸付け等に 

 ついて」（平成２８年２月３日厚生労働省発雇児０２０３号厚生労働事務次官通知）に定める保育 

 士修学資金貸付事業、確保事業実施通知に定める保育士試験による資格取得支援事業に基づく補助 

金、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６０条の２に定める教育訓練給付等、この要綱に 

定める事業と同趣旨の事業による貸付又は助成等を受けている場合は、対象とならない。 

 

（補助金の交付の対象者）  

第５条 第３条各号の事業による補助金の交付の対象となる者は、事業ごとに、次の各号に定める者

（補助事業対象施設にあっては、市内に住所を有する者に限る。）であって、補助金の交付を希望

する者（以下「交付希望者」という。）とする。ただし、交付希望者が、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団又は同条第６号に

定める暴力団員（以下「暴力団等」という。）に該当するときは、この限りでない。 

（１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業 

  ア 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成１７年１月２１ 

日雇児発第０１２１００２号雇用均等・児童家庭局長通知）による認可外保育施設指導監督基 

準を満たす旨の証明書（以下「証明書」という。）の交付を受けた認可外保育施設 

  イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第２項第１号及び同条第３項に規定する

施設のうち、幼稚園で構成されるものが構成する認可外保育施設 

  ウ 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業であって、同法第３４条の１５第 

２項の認可を受けたもののうち、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年 

厚生労働省令第６１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型及び小規模保育事業Ｂ型を行 

う事業所 

エ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業であって、同法第３４条の１５



第２項の認可を受けたもの 

  オ 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容と同等以上の基準を満た

していると市長が認める施設 

（２）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 幼免対象者（補助金の交付の申請に 

あたっては、補助事業対象施設において勤務を開始した後に行うことができるものとする。） 

（３）保育所等保育士資格取得支援事業 

  ア 保育所 

イ 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。） 

  ウ 認定こども園への移行を予定する幼稚園 

  エ 乳児院 

  オ 児童養護施設 

２ 交付希望者は、第１１条に規定する補助金の交付の申請に当たっては、補助金の交付の根拠とな 

る者が、補助事業対象施設において１年以上、保育士又は保育教諭の業務に従事することを誓約し 

なければならない。 

 

（受講料等に係る補助金の対象経費の範囲） 

第６条 第３条各号の事業による補助金のうち、養成施設の受講料等に係る補助金の交付の対象とな

る経費（以下「受講料等補助対象経費」という。）については、交付希望者が養成施設の受講に際

して当該養成施設に対して支払った経費のうち、次の各号に定めるものとする。 

（１）入学料（入学金又は併願登録料を含む。） 

（２）受講料（面接授業料を含む。） 

（３）教科書代及び教材費（受講に必要なソフトウェア等の補助教材の費用を含む。） 

（４）前各号に係る消費税相当額 

 

（受講料等に係る補助金の対象外経費） 

第７条 次の各号に掲げるものは、受講料補助対象経費としない。 

（１）検定試験の受講料 

（２）受講に際して指定されていない補助教材費 

（３）補講費 

（４）養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用 

（５）養成施設が実施する各種行事への参加に係る費用 

（６）学債の購入費その他交付希望者に対して将来返還が予定される費用 

（７）受講のための交通費 

（８）パソコン、タブレット端末等の器材購入に要した費用 

 

 （事業実施計画書の提出） 

第８条 交付希望者は、第３条各号に定める事業の利用を希望するときは、川崎市保育士資格取得支 

援事業実施計画書（第１号様式。以下「実施計画書」という。）に次の各号に掲げる確認資料を添 

付し、補助金の交付の根拠となる者が養成施設の受講を開始した日の属する年度中に、市長に提出 



しなければならない。ただし、幼免対象者については、第１号に定める雇用証明書等の提出を要さ 

ない。 

（１）第３条各号に定める事業において、補助金の交付の根拠となる者が、補助事業対象施設におい

て現に勤務していることを証明する雇用証明書等 

（２）補助金の交付の根拠となる者について、養成施設の長等が発行する当該養成施設の在学証明書 

（在学開始前である場合は合格通知書等） 

２ 前項に規定する養成施設の受講を開始した日とは、補助の根拠となる者が養成施設に入学した日 

又は養成施設から受講許可を得た日のうち、いずれか早い日とする。 

 

（実施計画書等の審査） 

第９条 市長は、交付希望者から前条に定める実施計画書等の提出があったときは、提出された内容 

を審査し、必要に応じて、交付希望者に対して補足資料の提出を求めることができる。 

２ 市長は、交付希望者が暴力団等に該当しないことを確認するため、交付希望者の同意を得て、神 

奈川県警察本部長に対して照会できる。 

 

（実施計画の承認等） 

第１０条 市長は、提出された実施計画書等の内容について審査し、その内容が第３条各号に定める

事業の要件を満たすものであると認めたときは、川崎市保育士資格取得支援事業計画承認通知書

（第２号様式）により交付希望者に通知するものとする。 

２ 市長は、審査した結果、実施計画書等の内容が第３条各号に定める事業の要件を満たさないもの 

と認めたとき又は事業の利用について不適切な事実その他利用を妨げる事実を認めたときは、原則 

として理由を付し、川崎市保育士資格取得支援事業計画不承認通知書（第３号様式）により交付希 

望者に通知するものとする。 

３ 交付希望者は、実施計画書の提出後であっても、川崎市保育士資格取得支援事業実施辞退届（第 

４号様式）の提出により、事業の利用を辞退することができる。 

 

（補助金の交付の申請） 

第１１条 交付希望者は、補助金の交付の根拠となる者が保育士証の交付を受け、補助事業対象施設

において保育士又は保育教諭の業務に就いたときは、原則として当該業務を開始した日の属する月

の末日までに、川崎市保育士資格取得支援事業完了報告書（第５号様式。以下「完了報告書」とい

う。）に次の各号に掲げる確認資料を添付して市長に提出することにより、補助金の交付の申請を

行うことができる。ただし、補助金の交付の根拠となる者が、当該施設において引き続き１年以上

保育士又は保育教諭の業務に就かないことが明らかである場合は、補助金の交付の申請を行うこと

ができない。 

（１）補助金の交付の根拠となる者の保育士証の写し 

（２）補助金の交付の根拠となる者が、保育士証の交付を受けた後、補助事業対象施設において、保

育士又は保育教諭としての勤務が決定した事実を確認できる書類 

（３）養成施設の長等が発行する対象経費に係る領収書等（以下「領収書等」という。養成施設の受 

講料等補助の場合に限る。） 



（４）代替保育士等が補助事業対象施設において勤務していたことが確認できる書類（代替職員に係 

る雇上費補助の場合に限る。） 

（５）誓約書（第６号様式） 

２ 市長は、補助金の交付の申請があったときは、申請内容を審査し、必要に応じて、交付希望者に 

対して補足資料の提出を求めることができる。 

 

（補助金の交付の申請手続きに係る留意事項） 

第１２条 交付希望者は、養成施設の受講料等補助に係る完了報告書の提出に当たっては、特段の事

由がない限り、領収書等の原本を添付して提出するものとし、次の各号に掲げる事項に留意しなけ

ればならない。 

（１）領収書等は、対象経費について、養成施設の長等が交付希望者を名宛人として発行した領収書

（交付希望者が養成施設に対して振込を行った事実を金融機関が証明した書類（以下「振込証明  

書」という。）を含む。）を原則とし、クレジット会社を介して支払いを行う契約を行った場合 

は、当該クレジット契約における証明書（クレジット伝票の控えに必要な事項を付記したものを 

含む。）とする。 

（２）領収書等は、次の事項が記載されていることとし、記載内容に不備があるもの又は訂正箇所が 

あるものであって養成施設による訂正印のないものは無効とする。 

ア 養成施設の名称 

イ 支払者の氏名 

ウ 領収額又はクレジット契約額 

エ 領収額の内訳 

オ 領収日又はクレジット契約日 

カ 領収印 

２ 市長は、領収書等について必要な確認を終えた後は、これを複写した上で、原本を交付希望者に 

返却するものとする。 

３ 第３条第１号及び第３号に定める事業については、原則として、補助事業対象施設が対象経費を 

負担することを補助金交付の要件とする。ただし、補助事業対象施設と補助金の交付の根拠となる 

者が協議し、双方の同意により、補助金の交付の根拠となる者が対象経費を負担することとしたと 

きは、事業の要件を満たすものとする。この場合において、第１項第１号中「交付希望者を名宛人 

として」とあるのは、「補助金の交付の根拠となる者を名宛人として」と読み替えるものとする。 

 

（補助金の交付の額の算定方法） 

第１３条 市長は、別表に定める基準額の範囲において補助金の交付ができるものとし、交付の額の

算定にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

（１）交付希望者が、対象経費を一括払いした場合又は分割払いした場合のいずれにおいても、当人

が支払った費用として養成施設の長等が証明する額又は養成施設に対して振込を行った事実を金

融機関が証明した額を算定の対象とすること。 

（２）算定した額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて算定すること。 

（３）クレジット会社を介して支払う契約を行った場合のクレジット会社に支払う手数料（金利）に



ついては、対象経費に算入しないこと。 

（４）完了報告書等の提出時点で養成施設に対して支払いを終えていない経費は、対象経費に算入し

ないこと。 

 

（補助金の交付の決定） 

第１４条 市長は、申請内容について必要な審査等を行い、その内容が第３条各号に定める事業の要

件を満たすものであることを確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲におい

て補助金の交付を決定し、川崎市保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書（第７号様式）に

より交付希望者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の申請について不適切な事実を認めたときその他補助金の交付を妨げる事実を認

めたときは、原則としてその理由を付し、川崎市保育士資格取得支援事業補助金不交付決定通知書

（第８号様式）により、交付希望者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求等） 

第１５条 前条第１項に基づく補助金交付の決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、市長に対し、指定口座情報を記載した請求書を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、原則として請求を受けた日から３０日以内に補助

金を交付するものとする。 

３ 交付決定者は、補助金交付の決定の内容に不服があるときは、当該決定があったことを知った日

から１０日以内に、川崎市保育士資格取得支援事業補助金申請取下書（第９号様式）を市長に提出

し、申請の取下げをすることができる。 

 

（勤務継続の報告等） 

第１６条 補助金の交付を受けた者（以下「補助金受領者」という。）は、補助金の交付の根拠とな

る者が補助事業対象施設において保育士又は保育教諭の業務を開始後１年を経過したときは、勤務

継続証明書（第１０号様式）に勤務先施設長の証明を受けた上、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、勤務継続証明書に記載の事実に疑義がある場合又は同証明書の提出がない場合は、補助

金の交付の根拠となる者が勤務する施設の代表者等に対し、勤務実態等について照会できるものと

する。 

 

（交付決定の取消し） 

第１７条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）暴力団等であることが明らかになったとき。 

（３）補助金を他の用途に使用したとき。 

（４）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行った指示又は 

命令に違反したとき。 

 



（補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに

係る部分について既に補助金の交付を完了しているときは、期限を定めて、補助金受領者にその返

還を求めるものとする。 

２ 市長は、第１６条に基づく報告を受け又は照会を行い、補助金の交付の根拠となる者が、補助事

業対象施設において１年以上保育士又は保育教諭の業務に従事しなかった事実を認めたときは、交

付した補助金の全部又は一部について、補助金受領者に対して返還を求めることができる。ただ

し、補助の根拠となる者が勤務を継続しなかった理由が、次の各号のいずれかに該当するときは、

原則として補助金を返還させないものとする。 

（１）勤務を継続しなかった事由が、補助金受領者又は補助金の交付の根拠となる者の責めに帰すべ 

きものでない場合 

（２）勤務を継続しなかった事由が、補助金の交付の根拠となる者の疾病その他、やむをえないもの 

と認められる場合 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１９条 補助金受領者（第３条第２号に規定する事業による補助金を受けた者を除く。以下同じ。） 

は、補助金の受領後、消費税及び地方消費税の申告により本補助金に係る消費税及び地方消費税に 

係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第１１号 

様式）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 補助金受領者は、前項の仕入控除税額から補助金の確定時に減額した消費税及び地方消費税に係 

る仕入控除税額を控除した額を市に返還するものとする。 

 

（委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来局長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 （補助金の交付の申請に関する経過措置） 

２ 平成３０年度の補助金の交付の申請期限は、第１１条の規定にかかわらず、平成３１年３月３１ 

日までとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月２７日から施行する。 

 

 



附 則 

この要綱は、令和３年３月２２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

 



養成施設卒業による
保育士資格取得

試験実施通知別表
②及び③による
保育士資格取得

試験実施通知別表
①による

保育士資格取得

20万円

２　幼稚園教諭免許状を有する
者の保育士資格取得支援事業

10万円

３　保育所等保育士資格取得支
援事業

10万円30万円

別表（第１３条関係）

30万円 20万円１　認可外保育施設保育士資格
取得支援事業

10万円

補助金額の上限

【交付要件】
〇補助の根拠となる者が平成３０年４月１日以降に養成施設の受講を開始するもの
に限る。

【対象経費】
〇実施要綱第３条、第４条、第６条及び第７条の規定による。

【補助金額及び補助率】
〇補助金額の上限は下記のとおりとする。
〇養成施設の受講に要した費用については、費用総額の１／２までとする。

代替保育士等
雇上費補助額

指定保育士養成施設の受講に要した費用

種目

7,210円
（1人1日あたり）


